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                             　規 則　                              

 
 　沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則を廃止する規則をここに公布する。

 　　令和８年３月11日

 沖縄県知事　　玉　　城　　康　　裕　

沖縄県規則第３号 

　　　沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則を廃止する規則 

　沖縄県知事の職務を代理する順序に関する規則（令和３年沖縄県規則第８号）は、廃止する。 

　　　附　則 

 　この規則は、令和８年３月12日から施行する。

 

                             　訓 令　                              

 

沖縄県訓令第１号 

知　　事　　部　　局　 

 　沖縄県副知事の担任事項を定める規程を廃止する訓令を次のように定める。

     令和８年３月11日

 沖縄県知事　　玉　　城　　康　　裕　

      沖縄県副知事の担任事項を定める規程を廃止する訓令 

　沖縄県副知事の担任事項を定める規程（令和３年沖縄県訓令第４号）は、廃止する。 

　　　附　則 

 　この訓令は、令和８年３月12日から施行する。
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